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海老名・都再－2                                                  海老名・都再－2 

１ 基本方針 

本区域において、計画的な再開発が必要な市街地について、再開発の目標、土地の高度利用及

び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の開発の促進を図る。 

(１)  集約型都市構造の実現に関する方針 

海老名駅をはじめとした鉄道駅周辺については、商業・業務・文化等の都市機能が集積する

生活利便性や、鉄道やバス等の公共交通の利用利便性を活かした住宅地の形成により、環境へ

の負荷が小さく、すべての人が暮らしやすいまちづくりを進める。 

海老名駅東口周辺地区は、商業・業務・文化機能等の集積とともに都市基盤施設の整備を進

め、本区域における都市交流拠点としての中心市街地を形成・充実するため、土地の高度利用

を図るものとする。 

また、地域交流拠点の厚木駅及びさがみ野駅周辺地区、生活拠点のかしわ台駅についても、

各拠点としての機能を形成・充実するため、地域特性を踏まえた上で土地の高度利用を図る。 

 

(２) 住環境の整備改善に関する方針 

都市基盤の整備が遅れたまま住宅等が集積している地区については、都市防災や都市環境上

必要な地区幹線道路や街区公園等の整備に努めるものとする。 

また、土地区画整理事業等による市街地整備が行われた地区については、地区計画等の活用

により、将来にわたり良好な居住環境の維持に努めるものとする。 

 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

住工混在や都市基盤整備の遅れによる住環境の悪化や木造建築物の老朽化により、都市構造の

再編や建築物の更新が必要となる地区、あるいは、将来都市構想において土地の高度利用や土地

利用転換が必要と認められる地区等を計画的に再開発が必要な市街地(以下｢一号市街地｣とい

う。)とし、整備・改善を図る。 

一号市街地の目標及び方針は、別表１のとおりである。 
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び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の開発の促進を図る。 

(１)  集約型都市構造の実現に関する方針 

海老名駅をはじめとした鉄道駅周辺については、商業・業務・文化等の都市機能が集積する

生活利便性や、鉄道やバス等の公共交通の利用利便性を活かした住宅地の形成により、環境へ

の負荷が小さく、すべての人が暮らしやすいまちづくりを進める。 

海老名駅東口周辺地区は、商業・業務・文化機能等の集積とともに都市基盤施設の整備を進

め、本区域における都市交流拠点としての中心市街地を形成・充実するため、土地の高度利用

を図るものとする。 

また、厚木駅、かしわ台駅及びさがみ野駅周辺地区についても、生活交流拠点としての機能

を形成・充実するため、地域特性を踏まえた上で土地の高度利用を図る。 

 

(２) 住環境の整備改善に関する方針 

都市基盤の整備が遅れたまま住宅等が集積している地区については、都市防災や都市環境上
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また、土地区画整理事業等による市街地整備が行われた地区については、地区計画等の活用

により、将来にわたり良好な居住環境の維持に努めるものとする。 

 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

住工混在や都市基盤整備の遅れによる住環境の悪化や木造建築物の老朽化により、都市構造の

再編や建築物の更新が必要となる地区、あるいは、将来都市構想において土地の高度利用や土地

利用転換が必要と認められる地区等を計画的に再開発が必要な市街地(以下｢一号市街地｣とい

う。)とし、整備・改善を図る。 

一号市街地の目標及び方針は、別表１のとおりである。 

 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(二項再開発促進地区) 

一号市街地のうち早急に再開発を行うべき地区を、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を

促進すべき相当規模の地区(二項再開発促進地区)として定める。 

二項再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要は、別表２及び別図のとおりである。 
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海老名・都再－3                                                  海老名・都再－3 

別表１(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 １ 海老名駅東口周辺地区 ２ 厚木駅周辺地区 

面   積 約 38.1ha 約 11.7ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建

築物の更新、都市環境の

向上等に係る目標) 

都市交流拠点として、交通利便

性を活かしたにぎわいと魅力のあ

る中心市街地の形成を図る。 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した地域交流拠点の

形成を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び

密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現に

関する事項 

・商業・業務・文化・住宅の集積

を図り、複合的な都市機能の誘

導を図る。 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

主要な都市施設

の整備に関する

事項 

 

・幹線道路の整備を図る。 ・幹線道路・駅前広場の整備を図

る。 

・駅舎の改良を促進する。 

都市の環境、景

観等の維持及び

改善に関する事

項 

・景観に配慮した本区域のシンボ

ルとなる都市空間の創造を図

る。 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

その他土地の高

度利用及び都市

機能の更新に関

して特に必要な

事項 

 

・商業・業務・文化・住宅の集積

とともに、都市基盤の整備を進

め、都市交流拠点としての中心

市街地を形成・充実するため土

地の高度利用を図る。 

・地域交流拠点としての機能を形

成・充実するため、地域特性を

踏まえた上で土地の高度利用を

図る。 

要整備地区の名称、面積 － － 

二項再開発促進地区の

名称、面積 
－ － 

 

 

別表１(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 １ 海老名駅東口周辺地区 ２ 厚木駅周辺地区 

面   積 約 38.1ha 約 11.7ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建

築物の更新、都市環境の

向上等に係る目標) 

都市交流拠点として、交通利便

性を活かしたにぎわいと魅力のあ

る中心市街地の形成を図る。 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した地域交流拠点の

形成を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び

密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現に

関する事項 

・商業・業務・文化・住宅の集積

を図り、複合的な都市機能の誘

導を図る。 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

主要な都市施設

の整備に関する

事項 

 

・幹線道路の整備を図る。 ・幹線道路・駅前広場の整備を図

る。 

・駅舎の改良を促進する。 

都市の環境、景

観等の維持及び

改善に関する事

項 

・景観に配慮した本区域のシンボ

ルとなる都市空間の創造を図

る。 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

その他土地の高

度利用及び都市

機能の更新に関

して特に必要な

事項 

 

・商業・業務・文化・住宅の集積

とともに、都市基盤の整備を進

め、都市交流拠点としての中心

市街地を形成・充実するため土

地の高度利用を図る。 

・地域交流拠点としての機能を形

成・充実するため、地域特性を

踏まえた上で土地の高度利用を

図る。 

要整備地区の名称、面積 － － 

二項再開発促進地区の

名称、面積 
－ ・厚木駅南地区(約 1.1ha) 
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海老名・都再－4                                                  海老名・都再－4 

別表１(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 ３ かしわ台駅周辺地区 ４ さがみ野駅周辺地区 

面   積 約 23.5ha 約 21.4ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建

築物の更新、都市環境の

向上等に係る目標) 

 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した生活拠点の形成

を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した地域交流拠点の

形成を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び

密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現に

関する事項 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

主要な都市施設

の整備に関する

事項 

・駅前広場・道路・下水道の整備

を図る。 

・道路の拡幅、駅前広場の整備を

図る。 

都市の環境、景

観等の維持及び

改善に関する事

項 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

その他土地の高

度利用及び都市

機能の更新に関

して特に必要な

事項 

・生活拠点としての機能を形成・

充実するため、地域特性を踏ま

えた上で土地の高度利用を図

る。 

・地域交流拠点としての機能を形

成・充実するため、地域特性を

踏まえた上で土地の高度利用を

図る。 

要整備地区の名称、面積 － － 

二項再開発促進地区の

名称、面積 
－ － 

 

 

別表１(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 ３ かしわ台駅周辺地区 ４ さがみ野駅周辺地区 

面   積 約 23.5ha 約 21.4ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建

築物の更新、都市環境の

向上等に係る目標) 

 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した地域交流拠点の

形成を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

地域に密着した商業・業務など

の機能が集積した地域交流拠点の

形成を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び

密度の確保、そ

の他の適切な土

地利用の実現に

関する事項 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

・商業等の生活関連施設の集積や

市民利用施設・住宅等の集積を

図る。 

主要な都市施設

の整備に関する

事項 

・駅前広場・道路・下水道の整備

を図る。 

・道路の拡幅、駅前広場の整備を

図る。 

都市の環境、景

観等の維持及び

改善に関する事

項 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

・住居と商業施設が適切に共存す

る快適な住環境の育成を図る。 

その他土地の高

度利用及び都市

機能の更新に関

して特に必要な

事項 

・地域交流拠点としての機能を形

成・充実するため、地域特性を

踏まえた上で土地の高度利用を

図る。 

・地域交流拠点としての機能を形

成・充実するため、地域特性を

踏まえた上で土地の高度利用を

図る。 

要整備地区の名称、面積 － － 

二項再開発促進地区の

名称、面積 
－ － 
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海老名・都再－5                                                  海老名・都再－5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２(二項再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要) 

地 区 名 １ 厚木駅南地区 

面   積 約 1.1ha 

イ 地区の再開発、整備

等の主たる目標 

 

 

 

 

 

 

 

地域に密着した商業及び居住機

能等の集積、道路及び駅前広場の

整備による市街地環境の改善を図

るとともに、地域交流拠点として

日常的な生活を支援する機能の集

積を誘導し、賑わいの創出を図る。 

交通結節点としての機能強化を

図る。 

ロ 用途、密度に関する

基本的方針、その他の

土地利用計画の概要 

 

 

 

 

・地区計画等の活用の促進によっ

て共同建築を促進することによ

り、土地の合理的な高度利用を

図る。また、商業等の生活関連

施設の集積、市民利用施設及び

住宅等の集積を図る。 

ハ 建築物の更新の方

針 

 

 

 

・市街地再開発事業等により、建

築物の不燃化、共同化及び中高

層化を図る。 

・バリアフリー化を促進する。 

ニ 都市施設及び地区

施設の整備の方針 

 

・幹線道路及び駅前広場の整備を

図る。 

・駅舎の改良を促進する。 

ホ その他特記すべき

事項 

－ 
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海老名・都再－6                                                  海老名・都再－6 

 

(削除) 

 

 


